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今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
は

次
の
と
お
り
で
す
。
意
見
書
は
関
係

機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽

減
措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書

　

内
閣
府
は
平
成
27
年
11
月
の
月
例 

経
済
報
告
に
お
い
て
、「
景
気
は
、

こ
の
と
こ
ろ
一
部
に
弱
さ
も
み
ら
れ

る
が
、
緩
や
か
な
回
復
基
調
が
続
い

て
い
る
。」
と
発
表
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
改
善
基
調
が
鮮
明
な
大
企

業
ほ
ど
中
小
企
業
に
は
回
復
基
調
の

実
感
は
な
く
、
小
規
模
事
業
者
を
取

り
巻
く
環
境
は
大
変
厳
し
い
状
況
で

あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
東
京
都
が
継
続
実

施
し
て
い
る
「
小
規
模
住
宅
用
地
に

対
す
る
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
」 

「
小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免
措

置
」
及
び
「
商
業
地
等
に
対
す
る
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
負
担
水

準
の
上
限
引
下
げ
措
置
」
は
、
区
民

の
過
重
な
税
負
担
を
緩
和
し
、
厳
し

い
経
営
環
境
に
あ
る
小
規
模
事
業
者

に
と
っ
て
も
、
事
業
の
継
続
や
経
営

の
健
全
化
へ
の
大
き
な
支
え
と
な
っ

て
い
る
。

東
京
都
が
こ
れ
ら
の
軽
減
措
置
を

廃
止
す
れ
ば
、
区
民
や
区
内
小
規
模

事
業
者
の
経
済
的
・
心
理
的
負
担
は

極
め
て
大
き
く
、
景
気
に
与
え
る
影

響
が
強
く
危
惧
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
東
京
都

に
対
し
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
平
成

28
年
度
以
降
も
継
続
す
る
よ
う
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１ 　

小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す
る
都

市
計
画
税
を
２
分
の
１
と
す
る
軽

減
措
置

２ 　

小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
を
２

割
減
額
す
る
減
免
措
置

３ 　

商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
負

担
水
準
の
上
限
を
65
％
に
引
き
下

げ
る
減
額
措
置

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
東
京
都
知
事
あ
て
）

ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法
の
保
険
適
用

及
び
脳
脊
髄
液
減
少
症
の
治
療
推
進

を
求
め
る
意
見
書

脳
脊
髄
液
減
少
症
は
、
交
通
事
故
、

ス
ポ
ー
ツ
外
傷
等
、
身
体
へ
の
強
い

衝
撃
に
よ
り
脳
脊
髄
液
が
漏
れ
、
頭

痛
、
め
ま
い
、
吐
き
気
、
倦
怠
感
等

の
様
々
な
症
状
が
発
症
す
る
病
気
で

あ
る
。
そ
の
症
状
は
、
外
見
的
に
は

見
え
な
い
た
め
、
医
療
現
場
や
交
通

事
故
時
の
保
険
関
係
者
の
無
理
解
に
、

患
者
及
び
家
族
は
肉
体
的
、
精
神
的

な
苦
痛
を
味
わ
っ
て
き
た
。

国
は
、
平
成
19
年
に
厚
生
労
働
省

研
究
班
を
立
ち
上
げ
、
平
成
23
年
に

は
脳
脊
髄
液
減
少
症
の
一
部
で
あ
る

「
脳
脊
髄
液
漏
出
症
」
の
診
断
基
準

が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
平
成
24
年

に
は
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法
が
「
先

進
医
療
」
と
し
て
承
認
さ
れ
、
平
成

26
年
１
月
に
行
わ
れ
た
先
進
医
療
会

議
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ

療
法
の
有
効
率
は
82
％
（

527
件
中

432

例
が
有
効
）
と
報
告
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
外
傷
を
機
に

発
生
す
る
、
脳
脊
髄
液
の
漏
れ
」
の

診
断
基
準
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、

ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法
の
保
険
適
用

が
切
に
望
ま
れ
る
。

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
下
記
事
項
の
早
期
実
施
を
強

く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１ 　

脳
脊
髄
液
減
少
症
の
治
療
法
で

あ
る
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法
（
硬

膜
外
自
家
血
注
入
療
法
）
を
保
険

適
用
と
す
る
こ
と
。

２ 　

厚
生
労
働
省
の
研
究
事
業
に
お

い
て
、
18
歳
未
満
の
症
例
を
加
え

る
こ
と
。

３ 　

脳
脊
髄
液
減
少
症
の
早
期
発
見 

・
早
期
治
療
の
た
め
、
医
療
関
係

機
関
へ
の
情
報
提
供
を
徹
底
す
る

こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、

文
部
科
学
大
臣
あ
て
）

中
学
校
夜
間
学
級
の
整
備
と
拡
充
を

求
め
る
意
見
書

現
在
、
中
学
校
夜
間
学
級
は
全
国

８
都
府
県
に
31
校
し
か
な
く
、
北
海

道
、
東
北
、
北
関
東
、
中
部
に
加
え

四
国
や
九
州
に
は
、
自
主
夜
間
中
学

は
あ
っ
て
も
、
中
学
校
夜
間
学
級
は

１
校
も
な
い
状
況
で
あ
る
。
全
国
夜

間
中
学
校
研
究
会
の
推
計
に
よ
る
と
、

15
歳
を
過
ぎ
て
義
務
教
育
が
修
了
し

て
い
な
い
者
は
、
百
数
十
万
人
に
も

上
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
現
在
、

中
学
校
夜
間
学
級
在
籍
者
の
う
ち
外

国
人
が
占
め
る
割
合
は
８
割
を
超
え
、

そ
の
約
６
割
は
日
本
語
の
習
得
を
目

的
と
し
て
い
る
。
こ
の
中
学
校
夜
間

学
級
で
学
ぶ
外
国
人
の
中
に
は
、
日

本
の
義
務
教
育
を
終
え
て
い
な
い
た

め
に
、
就
職
や
進
学
が
で
き
ず
困
っ

て
い
る
方
も
多
く
い
る
。

地
域
に
お
い
て
は
言
葉
と
と
も
に
、

日
本
の
文
化
や
社
会
の
仕
組
み
に
つ

い
て
知
ら
な
い
と
、
長
く
住
む
上
で

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
生
じ
る
。
中
学

校
夜
間
学
級
の
現
状
か
ら
考
え
る
と
、

日
本
に
住
み
、
日
本
語
を
学
び
た
い

外
国
人
に
対
応
し
た
整
備
と
拡
充
が

求
め
ら
れ
る
。

足
立
区
に
は
中
学
校
夜
間
学
級
が

設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
地
域
に

お
い
て
は
、
中
学
校
夜
間
学
級
の
入

学
要
件
が
「
市
内
在
住
」
も
し
く
は

「
市
内
で
の
正
規
就
労
６
カ
月
以
上
」

等
と
な
っ
て
お
り
、
中
学
校
夜
間
学

級
が
開
設
さ
れ
て
い
る
市
外
に
住
む

方
々
の
就
学
の
機
会
が
制
約
さ
れ
て

い
る
状
況
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
適
切
に
対
応

す
る
こ
と
で
、
地
域
の
活
性
化
、
治

安
の
改
善
に
も
資
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
政
府
が
掲
げ
る
一
億
総

活
躍
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
希
望

す
る
人
々
に
対
し
て
中
学
校
夜
間
学

級
へ
の
就
学
の
機
会
を
、
国
籍
や
居

住
地
等
に
関
係
な
く
提
供
で
き
る
よ

う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
中
学
校
夜
間
学
級
の
整
備
と

拡
充
の
た
め
、
下
記
事
項
の
実
現
を

強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１ 　

年
齢
や
国
籍
、
居
住
地
に
関
係

な
く
希
望
す
る
誰
も
が
学
べ
る
中

学
校
夜
間
学
級
の
全
都
道
府
県
へ

の
設
置
を
促
進
す
る
こ
と
。

２ 　

中
学
校
夜
間
学
級
に
お
け
る
日

本
語
教
育
の
た
め
、
教
員
の
加
配

を
含
め
た
専
門
家
の
配
置
に
つ
い

て
、
国
と
都
道
府
県
が
連
携
し
て

財
政
支
援
を
行
う
こ
と
。

３ 　

義
務
教
育
未
修
了
者
や
在
留
資

格
を
持
つ
外
国
人
が
、
中
学
校
夜

間
学
級
の
情
報
を
入
手
し
や
す
い

よ
う
に
配
慮
し
た
広
報
の
展
開
や
、

低
所
得
者
に
対
す
る
授
業
料
減
免

な
ど
の
誘
導
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣

あ
て
）

議会を傍聴してみませんか
傍聴は、議会活動を知るもっとも手近な方法です。本

会議や委員会は、定員の範囲内でどなたでも傍聴できます。
開会予定時刻の１時間前から３０分前までに本庁舎６

階の区議会事務局にて受付し、定員を超えた場合は３０
分前に抽選を行います。磁気ループ（難聴者補助設備）
の利用を希望する場合は、傍聴する会議の前日（前日が
閉庁日の場合は、直前の開庁日）の午後５時までにご連
絡をお願いいたします。

【問い合わせ先】区議会事務局議事係�03-3880-5797

■平成27年中の
　区議会傍聴延べ人数

区　分 人　数

本会議 538人

委員会 777人

計 1,315人

今
定
例
会
で
可
決

 
し
た
意
見
書
（
全
文
）

委　員　会　名 日　程
主な内容

審査 報告 その他議案 請願 陳情

総 務 委 員 会
11月 5日（木） 1 2
12月 4日（金） 2
12月 7日（月） 10 3 5
12月21日（月） 2

区 民 委 員 会 11月 5日（木） 2 4
12月 8日（火） 6 3 6

産 業 環 境 委 員 会 11月 6日（金） 6
12月10日（木） 3

厚 生 委 員 会 11月 6日（金） 3 4
12月11日（金） 6 3 2

建 設 委 員 会 11月 9日（月） 3 2
12月11日（金） 3 4 5

文 教 委 員 会 11月10日（火） 3 4
12月14日（月） 2 4 5

議 会 運 営 委 員 会
11月 4日（水） 1

第4回定例会について12月 1日（火）
12月 9日（水） 1
12月17日（木）

交 通 網　・ 都 市 基 盤 整 備�
調 査 特 別 委 員 会

11月10日（火） 1 2
12月15日（火） 1 4

待機児童・子どもの貧困対策�
調 査 特 別 委 員 会

11月11日（水） 2 4
12月15日（火） 2 5

災 害　・ オ ウ ム 対 策�
調 査 特 別 委 員 会

11月12日（木） 1 2
12月16日（水） 1 2

エ リ ア デ ザ イ ン�
調 査 特 別 委 員 会

11月12日（木） 1
12月16日（水） 1 1

■委員会活動

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度
等
地
方

単
独
事
業
へ
の
「
国
民
健
康
保
険
療

養
給
付
費
負
担
金
及
び
普
通
調
整
交

付
金
の
減
額
措
置
」
の
見
直
し
を
求

め
る
意
見
書

国
は
、
子
ど
も
の
医
療
費
の
窓
口

負
担
を
減
免
し
て
い
る
自
治
体
に
対

し
、「
国
民
健
康
保
険
療
養
給
付
費

負
担
金
及
び
普
通
調
整
交
付
金
減
額

措
置
」
を
行
っ
て
い
る
。
自
治
体
の

医
療
費
助
成
の
独
自
施
策
に
対
す
る

国
民
健
康
保
険
の
減
額
措
置
は
、
国

保
財
政
を
悪
化
さ
せ
る
ば
か
り
で
な

く
、
子
育
て
支
援
に
も
影
響
を
与
え

る
も
の
で
あ
る
。

本
来
、
国
は
、
子
育
て
・
少
子
化

対
策
等
の
取
り
組
み
を
全
国
統
一
的

に
行
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
子
ど
も
医
療
費
の
無
料
化
な
ど

の
助
成
制
度
は
、
子
育
て
世
代
の
負

担
軽
減
と
少
子
化
対
策
と
し
て
全
国

の
自
治
体
で
行
っ
て
お
り
、
当
区
に

お
い
て
も
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
制

度
が
平
成
５
年
10
月
か
ら
実
施
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
「
国
民
健
康
保
険
療
養
給
付

費
負
担
金
及
び
普
通
調
整
交
付
金
減

額
措
置
」
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

平
成
27
年
６
月
10
日
の
第
85
回
全
国

市
長
会
議
で
も
「
子
ど
も
の
医
療
費

助
成
制
度
等
地
方
単
独
事
業
の
実
施

に
伴
う
療
養
給
付
費
負
担
金
及
び
普

通
調
整
交
付
金
の
減
額
措
置
を
廃
止

す
る
こ
と
」
の
提
言
が
出
さ
れ
て
お

り
、
国
も
現
行
制
度
の
趣
旨
や
国
保

財
政
に
与
え
る
影
響
等
を
考
慮
し
な

が
ら
、
引
き
続
き
議
論
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度

等
地
方
単
独
事
業
へ
の
「
国
民
健
康

保
険
療
養
給
付
費
負
担
金
及
び
普
通

調
整
交
付
金
の
減
額
措
置
」
に
つ
い

て
見
直
し
を
行
う
よ
う
強
く
求
め
る

も
の
で
あ
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財

務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
あ
て
）

【
い
ず
れ
も
12
月
21
日
議
決
】


